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資料３

来年度から、地域共生社会の実現に向けた取組や、福祉人材の確保に関する取組を推進する「福祉企画

室」を新設し、法人後見を含めた成年後見制度全般に加え、日常生活自立支援事業も所管する。

令和７年度まで 令和８年度以降

成年後見制度（市民後見関係）

高齢福祉課
地域包括ケア・認知症施策推進室

成年後見制度（法人後見関係）

障害福祉課

・成年後見制度（制度全般）
・日常生活自立支援事業

福祉総務課
福祉企画室【新設】

日常生活自立支援事業

地域福祉課


